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第１１回 筑前町農業委員会総会 会議録 

 

１． 開催日時 令和５年２月１０日（金） １５：００～１６：４０ 

２． 開催場所 役場本庁２階 庁議室  

３． 出席委員 （１８名） 

早 川  忠 博  会 長  友清  茂利  委員  

平山 正和 会長代理  上野   弘  委員  

山 本  容 子  委 員  松本  一彦  委員  

伊 藤  幸 市  委 員  川波  臣  委員  

村 井  辰 男  委 員  内堀   誠  委員  

髙 倉  博 行  委 員  平田  英司  委員  

行武  太恵子  委員  平山  忠志  委員  

内 藤  茂 正  委 員  有田  和豊  委員  

山 下  英 次  委 員 （欠席） 倉掛   誠  委員  

井 上  治 康  委 員    

 

４．付議事項 

議事 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報告第２号 経営主変更承認届について 

議案第１号 令和５年２月期農用地利用集積計画の審議について 

議案第２号 農地内の地目（現況）変換承認申請について 

議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会処分） 

議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請について（県知事処分） 

議案第５号 農地移動適正化あっせん申し出及び、あっせん委員の選任について 

議案第６号 農地の賃借料情報の提供について 

 

５．その他 

  ６．議事録署名人に指名された委員の氏名 

    井上 治康 委員、 友清 茂利 委員  

７．事務局出席者 

  事務局長 堀内 明、  係長 徳永 理恵、  真鍋 翔太 
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（会議経過） 

発言者 議題・発言内容・決定事項 

事務局 

 

 

 

事務局 

 

会 長 

 

事務局 

 

 

会 長 

 

事務局 

 

 

議 長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

議 長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

１５番 

 

事務局 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

ただ今から、令和４年度第１１回筑前町農業委員会総会をはじめさせていただきます。 

なお、８番山下委員から欠席届が出ておりますが、現在の出席数は定員１９名中１８名で過半数

を超えておりますので総会は成立しております。 

 

次第２、会長あいさつでございます。会長よろしくお願いします。 

  

    （会長あいさつ） 

 

ありがとうございます。 

続きまして、次第３ 議事録署名人の指名です。会長よろしくお願いします。 

 

議事録署名人の指名をいたします。９番 井上委員と１０番 友清委員にお願いします。 

 

よろしくお願いします。それでは次第４ 付議事項に移りますが、ここからは会長が議長として

議事を進めていただきますのでよろしくお願いします。 

 

それでは、付議事項にはいります。 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、事務局より説明をお願いしま

す。 

 

議案書１ページをお開きください。 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、農地法第１８条第６項及び農

地法施行規則第６８条の規定により、通知があったのでここに報告する。貸借の終了１８条通知。

本日付、会長名でございます。 

 

    （報告第１号 番号１～番号１４を読みあげる） 

 

以上ご報告申しあげます。 

 

報告第１号農地法第１８条第６項の規定による通知について、事務局の説明が終わりました。 

これから質疑に入りますが、質問をされるかたは挙手のうえ、委員席番号と氏名を述べて発言を

お願いします。 

それでは、報告第１号について何か質問はありませんか。 

 

事務局から追加説明させていただきます。今回の報告の３番から１０番について、農業をしてい

た父親が亡くなられていて、息子さんが経営移譲されていますが、これまで通りの耕作は難しいと

いうことで、解約をされてあります。担当委員と話をして新しい耕作者を探してはいますが、地元

だけでは難しいところがありますので、ご協力いただければと思います。 

 

３番から１０番の解約について、次の耕作者は決まっていないということですか。 

 

はい。狭い農地については、大きな機械が入れず、耕作が難しいところがあったり、地元の耕作

者も少なく、なかなか難しい状況のようです。 

 

その他、ご質問はありませんか。 

 

     （質問なし） 

 

ないようですので、報告第１号は承認されたものとして次にまいります。 

報告第２号 経営主変更承認届について、事務局より説明をお願いします。 
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事務局 

 

 

 

 

 

事務局 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

議案書４ページをお開きください。 

報告第２号 経営主変更承認届について、上記について次のとおり報告する。本日付、会長名で

ございます。理由、経営主変更承認届が提出されたので報告する。 

 

    （報告第２号 番号１～番号６を読みあげる） 

 

以上ご報告申しあげます。 

 

報告第２号 経営主変更承認届について、事務局の説明が終わりました。 

それでは、報告第２号について何か質問はありませんか。 

 

     （質問なし） 

 

ないようですので、報告第２号は承認されたものとして次にまいります。 

議案第１号 令和５年２月期農用地利用集積計画の審議について、事務局より説明をお願いし

ます。 

 

議案書６ページをお開きください。 

議案第１号 令和５年２月期農用地利用集積計画の審議について、上記について次のとおり審

議を求める。本日付、会長名でございます。 

 

（議案第１号を読みあげる） 

 

以上の計画につきましては、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしている

と考えます。以上ご提案申しあげます。 

 

議案第１号 令和５年２月期農用地利用集積計画の審議について、事務局の説明が終わりまし

た。 

それでは、何か質問はありませんか。 

 

     （質問なし） 

 

ないようですので採決に移ります。 

議案第１号に賛成の方は挙手をお願いします。 

 

     （全員賛成） 

 

議案第１号は全員賛成にて可決をいたします。次にまいります。 

議案第２号 農地内の地目（現況）変更承認申請について、事務局より説明をお願いします。 

 

議案書９ページをお開きください。 

議案第２号 農地内の地目変換承認申請について 

上記について、次のとおり提出する。本日付 会長名でございます。理由 農地内の地目変換承

認申請書が提出されたので、審議を求める。 

 

（議案第２号を読みあげる） 

 

今回は、隣接する田と一体的に利用しているということで、畑から田への地目の変換について申

請が上がってきております。 

以上ご提案申しあげます。 
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議 長 

 

 

１６番 

 

事務局 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

議案第２号 農地内の地目（現況）変換承認申請について、事務局の説明が終わりました。 

それでは、何か質問はありませんか。 

 

実際には申請地も田として耕作しているということですか。 

 

はい。今も畑としてではなく田として耕作しています。 

 

その他、ご質問はありませんか。 

 

（質問なし） 

 

 ないようですので採決に移ります。 

議案第２号に賛成の方は挙手をお願いします。 

 

     （全員賛成） 

 

議案第２号は全員賛成にて可決をいたします。次にまいります。 

議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請についての番号１について、事務局から説明

をお願いします。 

 

議案書１０ページをお開きください。 

議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請について ３条農業委員会許可分 本日付 

会長名でございます。 理由 農地法第３条の規定による許可申請書が農地法施行令第３条第１

項の規定により提出されたので、審議を求める。 

 

     （番号１を読みあげる） 

 

場所につきましては、別紙の配置図２ページをご覧ください。 

次に審査基準につきましては、１１ページの調査書の番号１をご覧ください。この件に関しまし

て、農地法第３条第２項各号いずれにも該当しないため、許可要件をすべて満たしていると考えま

す。 

以上ご提案申しあげます。 

 

議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請についての番号１について、事務局の説明が

終わりました。 

それでは、質問はありませんか。 

 

（質問なし） 

 

質問がないようですので、採決に移ります。 

議案第３号の番号１に賛成の方は挙手をお願いします。 

 

     （全員賛成） 

 

議案第３号の番号１は全員賛成にて可決をいたします。次にまいります。 

議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請についての番号１について、事務局より説明 

をお願いします。 

 

議案書１２ページをお開きください。 

議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について ５条知事許可分 本日付 

会長名でございます。理由 農地法第５条第１項の規定による許可申請書が農地法施行令第１５ 

条第１項の規定により提出されたので、審議を求める。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

１６番 

 

議 長 

 

９ 番 

 

事務局 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

今回の２件につきましては、先月みなさまにご協議いただきました後、継続協議とさせていた

だいた案件になります。 

 

（番号１を読みあげる） 

 

引き続き補足事項につきまして、説明いたします。不動産業を営む譲受人は、申請地に月極駐車

場を整備し、収入を得る計画となっております。 

先月の総会時にご意見いただいておりました通路が狭いという問題につきまして、譲受人にご

検討いただきまして、５ページにあります計画に変更をされております。農地の東側に既に駐車場

として整備されている土地があるのですが、そちらも今回の譲受人が買い受ける計画があったと

いうことで、今回売買契約をされまして、そちらの中央を通って今回の申請地に抜けるような計画

になっております。今回の申請地は隣地よりも低くなっておりますので、スロープを作って進入路

を確保する計画となっております。今回の変更計画によりまして、通路が狭いという問題は解消さ

れるものと考えております。なお、他の法令の許可等については、ありません。 

次に転用許可基準ですが、立地基準につきましては、申請地は、都市計画法第８条第１項第１号

に規定する用途地域内にある農地でありますので、農地の区分は第３種農地と判断します。第３種

農地は原則許可となっております。 

一般基準につきましては、申請の目的、周辺農地への営農条件の支障については、申請の添付書

類にて確認しております。 

以上、ご提案申しあげます。 

 

議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請についての番号１について、事務局の

説明が終わりました。現地調査を行った結果について、担当委員より追加説明など報告がありまし

たらお願いします。 

 

隣の駐車場から入れるようになったので、問題ないと思います。 

 

それでは、事務局の説明、現地調査報告等について、ご質問はありませんか。 

 

隣接の駐車場の所有者は誰ですか。 

 

譲渡人とは別の個人で、申請人が申請地と併せて購入し、一体利用で月極駐車場を整備する計

画です。 

 

その他、ご質問はありませんか。 

 

（質問なし） 

 

ないようですので、採決に移ります。 

議案第４号の番号１に賛成の方は挙手をお願いします。 

 

     （全員賛成） 

 

議案第４号の番号１は全員賛成にて可決をいたします。次にまいります。 

議案第４号の番号２について、事務局より説明をお願いします。 

 

    （番号２を読みあげる） 

 

引き続き補足事項につきまして、説明いたします。こちらも先月、水路の問題で継続協議となっ

ておりました案件になります。介護施設を計画予定でありました譲渡人が、計画を見直す必要があ

るということから、親会社である譲受人に事業継承を行ったものでございます。建設業を営む譲受

人は、隣接する宅地と申請地を一体利用し、造成して宅地として販売する計画です。 
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議 長 

 

 

 

１６番 

 

 

議 長 

 

３ 番 

 

１６番 

 

３ 番 

 

 

１６番 

 

事務局 

 

１７番 

 

事務局 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事務局 

こちらでの問題は、水路の排水が悪いため、転用されることによりさらに問題が悪化するのでは

ないかという懸念があるというものでした。本来、現状の水路の勾配等が悪く、排水状況が悪いの

であれば、区から建設課に要望等を挙げていただき改修を行う必要があるものであって、今回の申

請人にそこまでを求めることは過剰な要求にならないか、という心配もありましたが、別紙配置図

８ページのとおり、今回の譲受人が申請地内に側溝、溜枡を設置し対応していただけるということ

です。尚、他の法令の許可申請はありません。 

次に転用許可基準ですが、立地基準につきましては、申請地は、都市計画法第８条第１項第１号

に規定する用途地域内にある農地でありますので、農地の区分は第３種農地と判断します。 

通常農地法において造成のみの転用は認められておりませんが、用途地域内の農地で宅建業の

許可を持つものの転用であれば例外的に可能となっております。 

一般基準につきましては、申請の目的、周辺農地への営農条件の支障については、申請の添付書

類にて確認しております。 

以上、ご提案申しあげます。 

 

議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請についての番号２について、事務局の

説明が終わりました。現地調査を行った結果について、担当委員より追加説明など報告がありまし

たらお願いします。 

 

事務局から説明があった通り、新規に側溝を設置してもらえることになったので、解決したと思

います。 

 

それでは、事務局の説明、現地調査報告等について、ご質問はありませんか。 

 

この水路は私有地内に設置されるのですか。 

 

はい、私有地内です。 

 

では水路ごと分譲されるということですね。別の地区で同様の分譲をしたところ、近所トラブル

から水路を埋められて使えなくされたという案件があったので、参考のためお伝えしておきます。 

 

水路部分は町に寄付されるような話もあったので、共有の排水路になると思います。 

 

水路部分は町に寄付されると聞いております。 

 

道路の幅員が狭いところがあるようですが大丈夫ですか。 

 

開発の規定に沿って計画されていると思われるので、関係課に確認を取ってみます。 

 

その他、ご質問はありませんか。 

 

（質問なし） 

 

ないようですので、採決に移ります。 

議案第４号の番号２に賛成の方は挙手をお願いします。 

 

     （賛成多数） 

 

議案第４号の番号２は賛成多数にて可決をいたします。次にまいります。 

議案第５号 農地移動適正化あっせん申し出及び、あっせん委員の選任について、事務局より説

明をお願いします。 

 

議案書１３ページをお開きください。 
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議 長 

 

 

 

９ 番 

 

７ 番 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第５号 農地移動適正化あっせん申し出及び、あっせん委員の選任について 

上記について、次のとおり提出する 本日付 会長名でございます。 

理由 下記の者から農地移動適正化あっせん申出書が提出されたので、筑前町農地移動適正化

あっせん事業実施要領５の規定に基づき、あっせん委員の選任について審議を求める。 

 

（番号１を読みあげる） 

 

あっせん委員 内藤委員、倉掛委員 

場所につきましては、別紙の配置図、９ページから１０ページをご覧ください。 

以上、ご提案申しあげます。 

 

議案第５号 農地移動適正化あっせん申し出及び、あっせん委員の選任について、事務局の説明

が終わりました。 

それでは、ご質問はありませんか。 

 

図面で見たところ、法面が多くありますか。 

 

山手の方の農地になりますので、畦畔が広いことはよくあります。 

 

その他、ご質問はありませんか。 

 

    （質問なし） 

 

質問がないようですので採決に移ります。 

議案第５号に賛成の方は挙手をお願いします。 

 

    （全員挙手） 

 

議案第５号は全員賛成にて可決をいたします。次にまいります。 

議案第６号 農地の賃借料情報の提供について、事務局より説明をお願いします。 

 

議案書１４ページをお開きください 

議案第６号 農地の賃借料情報の提供について 

上記について、次のとおり提出する。本日付 会長名でございます。理由 農地法第５２条の規

定により、農地の賃貸借契約を締結する場合の目安として情報を提供するため、令和４年１月から

同年１２月までの農用地利用集積計画等から算出した賃借料について、下記のとおり審議を求め

る。 

筑前町賃借料情報 令和４年１月から１２月までに締結（公告）された賃貸借における賃借料

（１０a当たり）は 以下のとおりとなっております。本日付 筑前町農業委員会 

農地の区分  

ほ場整備区域内の田１０,３００円 ほ場整備区域外の田１０,５００円 全域の畑９,８００円 

この賃借料情報は、実勢の集計値であり拘束力はなく、賃借料を決定するための目安として提供

するものですから、実際の契約の際には、貸し手と借り手の両者でよく、協議したうえで締結して

いただくことになります。山間部については、利用権の設定がなかったため、掲載していません。 

ここで補足説明ですが、今回、ほ場整備区域内の田よりも、ほ場整備区域外の田の方が高い金額

となっております。この賃借料の金額は令和４年１月から１２月までの期間に利用権設定をされ

た土地の賃借料から算定しています。その際、極端に高額なものや低額なものを（７０％を超えた

もの）除外した金額の平均となっております。あくまでも平均ですので、このような逆転現象とい

いますか、このような結果となっておりますので、もしお尋ね等ありましたら、よろしくお願いい

たします。 

以上、ご提案申しあげます。 
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議 長 

 

 

９ 番 

 

 

議 長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

議 長 

 

 

１７番 

 

 

 

事務局 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事務局 

 

事務局 

 

事務局 

 

会長代理 

 

 

 

議案第６号 農地の賃借料情報の提供について、事務局の説明が終わりました。 

それでは、ご質問はありませんか。 

 

米価が安かったり肥料が高騰していたりと農家への負担が増えているので、賃借料情報を見直

して農家への負担を少しでも減らすべきではありませんか。 

 

地元でも耕作者への負担が増えているからと、一律の金額でできないか話をしていましたが、

個々人で考え方も違うし、地域によって実情も異なっているので、話し合いをきちんとできなけれ

ば難しいと思います。 

 

全国農業会議所というところから出されている、標準賃金を算出する基準があります。町もそれ

に基づいて金額を出しています。なので、各地区で標準金額を決めていただく分には問題ありませ

んが、町ではあくまで平均額を提示するということになると思われます。 

 

この賃借料情報をそのまま公表すると、金額が高いと思う方もいらっしゃると思います。なの

で、何故この金額になっているのかの説明を記載しておいた方が良いと思います。 

 

金額については、様々な考え方があると思いますが、貸し手の方も税金を払ったりするのだか

ら、ある程度の金額は欲しいと思ってあるはずです。農業委員会として標準の金額を出してあるの

だから、それに沿った方が良いと思います。 

 

情報として提供する時は、この標準賃金はあくまで目安であるので、両者で十分協議のうえとい

うことを強調して、広報等でもお知らせしたいと思います。 

 

その他、ご質問はありませんか。 

 

    （質問なし） 

 

質問がないようですので、採決に移ります。 

議案第６号に賛成の方は挙手をお願いします。 

 

    （全員挙手） 

 

議案第６号は全員賛成にて可決をいたします。 

以上をもちまして、本日の報告事項並びに議案の審議はすべて終了致しました。 

続きまして、次第５、次第６、次第７、順に事務局より説明及び進行をしてください。 

 

次第５ その他 

 

次第６ 今後の日程について 

  

 次第７ 閉会、閉会のことばを会長代理よりお願いします。 

 

 これをもちまして、第１１回筑前町農業委員会総会を閉会いたします。 

 

                              １６：４０  終了 

 

  

 


